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奥西意見書「戦後 大洪水と治水安全度について」の訂正について 
                      2010年6月◎◎日   奥西一夫 

 

武庫川流域委員会 松本 誠委員長殿 
 

 第60回流域委員会で私が当日の資料５に収録されている表記意見書内容をパワーポイントで説

明したのに対し，県側から誤りの指摘がありましたので，それに関して訂正または釈明をいたしま

す。指摘内容は短く要約していますが，詳細は議事録を参照して下さい。なお，引用した資料が古

いので内容に誤りがあるとの指摘が多数ありますが，奥西が引用した古い資料自体は今も訂正され

ていないことを申し添えます。 

 

指摘箇所 指摘内容 訂正または釈明 

１ページ下段スライ

ドの 後の2行 

「この種のデータ

は・・・以外には流

域委員会に提出さ

れていない」 

この流量は基本高水の流量確率，この標本値その

ものである。過去，流域委員会に対して何回も出

してきている。基本高水の関連資料であるピーク流

量に関する資料をホームページでも公表している。

この資料の中に流量確率の検討がある。よって，こ

れらの流量が初めてだというのは誤解である。 

不適切な表現であったので撤回す

る。「この洪水のピーク流量が何年

確率かを示す資料が提出されてい

ない」と書くべきであった。 

2ページ下段 

「23年に1度の降

雨」 

雨量132mmを24時間雨量確率で評価すると1/4

である。第55回流域委員会で，3，510m3/sが何

分の1ぐらいになるかという質問に対して松本参事が

大体1／23になると答えたのは，16年型の計画降

雨波形で評価すれば3，510m3/sになる雨が1／23

だということである。 

1/4という数値は確認できていない

が，異議はない。6ページ下段3～4

行を「1/規模の降雨と1/4規模の

洪水はまったく別物である。」と修正

する。 

3ページ上段 この中にオレンジ色でテキストボックスになっている部

分が2つあり，上の四角の箱に「引き伸ばし後雨

量，242mm／24時間」とあるが，1／100の雨量の

終結果は247mmである。下の箱，棄却基準が

「1／500」書かれているが正式版は1／400である。 

指摘内容を了解する。しかし奥西

は基本高水を求める際に棄却され

た降雨であることを述べた。この事に

ついて修正の必要はない。 

5ページ上段。流量

確率分布図 

流量の 大値が4，655m3/sとなっているが，検討

途上の古いデーたであり， 新版は， 大値が4，

710m3/sとなっている。 

指摘内容を了解する。しかしこれに

よって奥西の論旨が変わるわけでは

ない。 

5ページ下段 河道対策の考え方については今回の整備計画原

案で示しているので，そちらで議論をお願いしたい。 

整備計画原案では目標流量と治

水安全度が関連づけられていない

ので，あえて古い資料を引用した。 

6ページ下段 今回の目標流量の妥当を確率値で議論していた

だくというのは本意ではない。流域委員会の提言書

の28ページですが，「整備計画の目標は，河道でど

の程度の流量を流せるかが大事で，今後は計画

規模を確率ではなく流量で考え表示することを確

認した」という記述がある。我々，この趣旨に沿っ

て，今回の目標水準について確率表示は一切して

いない。 

 なぜ確率ではないのか，一番大きな理由は，確

率は毎年値が変わる可能性があるということであ

る。一方，流量は不変である，洪水名も不変であ

るということで，洪水名をセットで流量表示してい

る。 

提言書に左記の記述があることは

間違いないが，提言書で治水安全

度の考え方を否定しているわけでは

ない。また基本方針は治水安全度

を1/100確率としており，「確率表

示は一切していない」わけではな

い。まして委員が確率を論じるのを

禁止すべき理由はない。 

 基本高水流量は確率分布に基

づいて決めることが主流になっている

（河川砂防技術基準）。既往 大

を超える目標流量を設定しようとす

れば必然的に確率を導入しなけれ

ばならない。 

1



7ページ下段 

1～6行の１文 

「」昭和57（1982）

年3月～作られてい

る）」 

そのような操作は加えていない。基本高水は，実際

に今回の河川整備基本方針にいても，従来の4，8

00m3/sから4，690m3/sをピーク流量にしている。 

県当局が「操作した」旨を一切表

明していないことは事実である。「操

作」は奥西の解釈である。基本方

針で基本高水が「操作」を加えずに

決められたことは認める。 

7ページ下段 

6～10行 

「しかし武庫川ダム

を造っても，～ダム

を造るための治水

計画を打ち出し

た。」 

1／30に縮小したわけではない。将来計画は1／10

0であるが，実施計画として一気にそこまでできない

ので，まずは1／30から段階的に治水安全度を上

げていこうとしたわけである。 

 ダムとか橋梁とか，そういったことを意識して1／30

にしたのではなくて，県内バランスを考えて，当時は

1／30にした。 

工事実施基本計画が1/100規模

で，全体計画が1/30であるのを縮

小とみるか否かは解釈の問題と考

える。ただし，「段階的」と言っても，

全体計画の後に工事実施基本計

画が策定されたわけではない。 

 全体計画書に橋梁のかけかえを

意識して食い逃げした旨の記述は

ない。これは奥西の解釈である。 

7ページ下段 

8行 「3，700m3/s

の目標流量を設

定」 

1／30は当時の流量では3，300m3/sである。 奥西の誤記であり，左記のように訂

正する。12行目の「それに近い値」

は「それよりもやや大きい値」と修正

する。 

7ページ下段 

11～13行 「今回

の県の～クリアーし

ようとしている。」 

今回の整備計画の河床掘削はダム代替案ではな

い。要は優先順位の問題であり，下流築堤部のネ

ック部を解消するために，早期にかつ確実に安全度

を上げるためには選択した対策が河床掘削なので

ある。ダムと比べてどっちがいいかとかではなくて，早く

かつ確実に安全度を上げられる河道掘削を 

今回は採用したわけである。ここは重要なところであ

るから，訂正をお願いしたい。 

県の考え方が左記の通りであること

は了解する。しかし私の解釈と意見

は変わらない。ただし，「ダムを造ら

ない代わりに」と書いたのは河道掘

削をダム代替案と見なしているので

はない。河川改修の王道だとみなし

ている。 

7ページ下段 

14～15行 

計画期間を20年と

し，～意図をあらわ

にしている。」 

こういう説明をこれまで一切していない。 県がそういう説明をしていないことは

了解する。あくまでも奥西の解釈で

ある。前項の「ダム代替案ではなく

優先順位の問題」という指摘を読

むと，次のステップではダムだという意

図があるとも観測できる。 

7ページ下段 

16～20行 「これに

対し，～ダムなしの

治水が可能である

ことを示している。」 

少なくとも戦後 大である 3，510m3/sよりも低い

値（3,400m3/s）が1／100だという点には違和感を

感じる。今回の整備計画をやれば治水対策はもう

要らないというふうに読み取れるが，そんなことはな

い。100年確率の基本方針の目標流量4，690m3/

sは，皆さんとの議論を積み重ねて設定した値であ

り，河川審議会の答申も得て設定したものである。

4，690m3/sに向けて，今次整備計画が終わった後

も治水安全度を着実に上げていきたいと考えてい

る。 

国土研報告書では，工事実施基

本計画やそれ以前の1/100確率を

算出する過程を見直して3,400m3/

sとしたものである。これは流量確率

のグラフ（5ページ上段）と比較してほ

ぼ妥当と考えている。奥西は基本

高水流量4，690m3/sに同意した

が，これが1/100だと同意したわけで

はない。4，690m3/sをクリアーすれ

ば治水安全度が1/100よりも向上

すると考えて賛成している。 
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武庫川流域委員会 各位 

委員長 松本 誠 様 

平成 22年 6 月 17 日 

委員 佐々木 礼子 

意  見  書 

前回の流域委員会に提出しました「潮止堰～第 1・第 2 床止工の撤去」に関わる意見

書に対してご意見をいただきましたので、以下の資料をパワーポイントにて意見書を再

提出します。 

ご指摘いただいた転倒期間に対して得られる結果という視点より、転倒によって得ら

れるものについての説明ですが、よろしくご議論お願いいたします。 

 

【説明資料】 

   ○ 潮止堰の試験転倒について  …パワーポイント 

  ○  参考資料          …パワーポイント 
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潮止堰の試験転倒について

平成２２年６月１７日

委員 佐々木礼子

潮止堰の試験転倒の目的潮止堰の試験転倒の目的

1.鳴尾浄水場の浅井戸・深井戸への影響検証

2.床止工撤去に向けた検証実験

3.武庫川伏流水により形成されている池等への影

響調査

4.温暖化による大阪湾水位上昇を含めた将来のた

めにデータを残す

5.堰撤去後に事後算定する補償への予算の妥当

性を検証する

4



下流築堤区間の河床掘削計画のあり方下流築堤区間の河床掘削計画のあり方

◇ 今後２０年の整備計画は１００年後を見
据えているのか

・１００年後には地球温暖化により５９㎝
大阪湾の水位が上昇する。

⇒整備計画の達成目標年度である

２０３０年には20ｃｍの水位上昇が想定

今期の整備計画による施工が30年後・50年後に無

駄な投資にならないよう、着実に土台となることが望
まれる

国土交通省・2007.11 大規模水害対策に関する専門調査会 抜粋
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環境省地球環境局・2009.2 地球温暖化の影響・適応情報資料集 抜粋
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２．海面上昇の予測

海面水位の変化をもたらす角要因毎
に気温・水温の変化にともなう寄与を解
析し、それに基づいて予測がなされて
いる。その要因は、(1)海水の熱膨張、
(2)山岳氷河等小規模な陸上氷の溶解
、(3)グリーンランド氷底の溶解、(4)南
極氷底の溶解である。

IPCC（Intergovernmenal Panel on Climate Change）によるBussiness as 
UsualのシナリオAに基づいた海面上昇の予測は、主に海水の熱膨張と氷河の溶
解により10年間に6cm（3～10cm）の割合で進み、2030年までに20cm、21世紀
末までに65cm上昇する。この値は過去10年間にみられた3～6倍の速度である。
また、地域的には大きな変動が存在する。シナリオB～Dのようにある程度の排出

規制が進むことを前提にすると、海面上昇量は少し下回る。
社会基盤の整備や防災対策に関わる土木工学としては、気温上昇や降水量、あ

るいは海面上昇の変動を想定した温暖化シナリオを作成して、それをもとにした予
測実験や事前評価を行う必要があろう。
海面が1.5m上昇した時の大阪平野のゼロメートルの拡大を考えると、その地域

に産業・経済が集積していることから、これに対処すべき社会基盤の整備を急ぐ必
要があろう。

大阪湾の海面上昇
によるゼロメートル
地帯の変化

大阪大学大学院工学研究科地球総合研究科

第1床止工までの塩水混入状況下での

試験転倒で何が調査できるのか

・河床掘削を伴わないことから小さな変位データになるが、
地下水塩分濃度と浅井戸・深井戸の地下水位変化の
実測

⇒第1床止工までの潮止機能延伸がどの程度影響を及
ぼすのか検証し、将来予測を行なう基本のデータに。

⇒20年後に20cm、100年後に59～65cmの大阪湾水位
上昇により、汽水域は3号床止工にまで達する。もし3
号床止工もなければ汽水域はJR東海道辺りにまで達
することになる。さらに、海面水位の上昇は、深井戸に
まで影響を及ぼすことも懸念されている。

⇒第1第2床止工の撤去に際し、推測どおりであったか
どうかの検証

1.1. 4.54.5㎞㎞付近に位置する鳴尾浄水場付近に位置する鳴尾浄水場
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・河床掘削見込みの水位は下がらないが、とくに1号
床止工付近の塩分濃度の実測データが採れる

⇒1号2号床止工を順次撤去した場合の予測計算と

の検証になる

・20年後、100年後の海面上昇を考えると、ゼロメー
トル地帯は3号床止付近にまで達することになり、

鳴尾浄水場もゼロメートル地帯となり、浅井戸・深
井戸の塩分濃度がどうなるのか心配である。

⇒ 浄水場保護の意味からも2号床止は撤去では

なく潮止の機能を配慮した改築が望まれる。撤去
しても将来的には潮止の意味での堰あるいは落
差工が必要になる可能性がある。

2.2. 床止工撤去に向けた検証実験床止工撤去に向けた検証実験

3.3.武庫川武庫川伏流水伏流水により形成されている池等への影響調査により形成されている池等への影響調査

潮止付近:尼崎競艇場(元大庄地区湿地帯S.26～27年)

1号床止付近:大庄西町

2号床止工付近:稲葉荘・老人福祉センター北

3号床止付近:南武庫之荘12丁目・南部ポンプ場南

潮止付近・尼崎競艇場‥かつて１０万㎡の武庫川河口湿
地帯を形成。戦後プールを掘削し、残砂で残りの大庄地区１
０万㎡を埋立てた。現在は武庫川伏流水の淡水である。

⇒潮止堰より上流１号床止側に位置することから試験転倒
により若干の水位変化や塩分濃度の上昇が想定され、プー
ルに生息する生物への影響が調査できる(水面65,106㎡)
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⇒大潮一日転倒、大潮から1週間転倒、大潮から2週間
転倒、大潮から1ヶ月転倒により池の生物への環境調
査を行ない、影響の有無を調査する。

4.4.大阪湾水位上昇を含め将来のために環境変化等に向大阪湾水位上昇を含め将来のために環境変化等に向

けたデータを残すけたデータを残す

1号床止付近・大庄西町‥
堰の試験転倒により、塩水の遡上界は1号床止
になる。1号床止に最も近い伏流水による湧水
池において、水位の変化や塩水濃度のデータが
観測できる。

⇒大潮一日転倒、大潮から1週間転倒、大潮
から2週間転倒、大潮から1ヶ月転倒により池の
生物への環境調査を行ない、影響の有無を調査
する。

4.4.大阪湾水位上昇を含め将来のために環境変化等に向大阪湾水位上昇を含め将来のために環境変化等に向

けたデータを残すけたデータを残す
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